
環境影響評価審査会 神鋼神戸製鉄所火力発電所部会（第３回）部会審議概要 

 

１ 日時：平成 29 年 10 月２日（月）15:00～17:15 

２ 場所：神戸市教育会館 501 号室 

３ 議題：株式会社神戸製鋼神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画に係る環境影響評価準

備書の審査について 

４ 出席委員： 

  （部会委員）西村委員（部会長）、川井委員、近藤委員、澤木委員、中野委員、 

西田委員、花田委員、益田委員 

  （部会委員外）別府委員 

５ 関係課等： 

  兵庫県環境影響評価室、自然環境課、水大気課、温暖化対策課、環境整備課、水エネル

ギー課、阪神北県民局環境課 

６ 配付資料： 

  資料１ 補足説明資料（大気質、水環境、景観関係） 

  資料２－１ 温室効果ガス等 

  資料２－２ 地域における具体的な削減方策 

  資料３ 環境影響評価準備書についての意見の概要と事業者の見解 

資料４ 温室効果ガス排出量算定の考え方について 

    （県の温暖化対策推進計画に影響する CO2 排出量の算定方法についてわかりや 

    すくするための資料（事務局提出）） 

７ 事業者による説明概要 

  ・特殊気象条件時における大気質の予測条件設定の考え方及び予測結果、過去 10 年 

   の取放水温データ、最大垂直視角での景観の予測評価についての説明（関連資料：資 

   料１） 

  ・温室効果ガスの項目に関する準備書の内容についての説明（関連資料：資料２－１、 

      資料２－１） 

  ・準備書に対する住民意見と事業者見解に関する説明（関連資料：資料３） 

８ 審議での主な意見等（部会後概要説明内容） 

  上記７の説明に対する委員からの意見は、以下の通り。 

   ・取水放水温度は年によって底層の水温に２～３℃の振れ幅があることも勘案して温 

     排水による影響の予測評価を行うべき。 

   ・石炭使用に関して、水銀のマテリアルフローを示せないか。 

   （事業者）水処理汚泥などの廃棄物は法に基づき適切に処理し、再利用するものも受 

       入れ先の基準を満たすことで問題はないと考えているが、マテリアルフロー 

       の作成については検討する。 

  

 



  ・地域における削減対策として示されているバイオマス燃料導入により、CO2 排出係 

  数は下がるのか。 

   （事業者）バイオマス導入による CO2 排出係数の低下は考慮しておらず、石炭使用 

       分についての CO2 排出係数を示している。 

   ・資料２－１に示された関西電力の対策のうち、既設火力発電所の稼働抑制及び既設  

     火力発電所の LNG への燃料転換はまだ理解しやすいが、再生可能エネルギー比率の 

     増加は、神鋼石炭火力発電所が稼動することに対する CO2 削減対策と言えるのか、理  

     解しにくい。 

   ・石炭の質は今後 30 年かけて次第に悪くなっていくだろうし、価格も高くなってい 

     くだろう。長期的な観点から見ると、場合によっては LNG より燃料費が高くなるかも 

     しれない。外部費用の観点が欠けているのではないか。 

   ・世界的にも低炭素社会にとどまらず脱炭素へ進むと言われている中、さらに知恵を 

     出していってほしい。 

  







































































































































































































































































































































































































































































































































温室効果ガス排出量算定の考え方について 

 

１ 根拠 

事業活動に伴う温室効果ガスの排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（平

成 10 年法律第 117 号）」第 26 条に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制

度」の中で規定され、具体的な算定方法は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュ

アル（環境省・経済産業省）」に記載されている。 

 

２ 基本的な考え方 

「他人に供給した電気」や「他人に供給した熱」の製造に伴うエネルギー起源 CO2

は、実際には発電事業者や熱供給事業者の下で排出されるが、本制度上は、実際に排

出された場所ではなく、エネルギー（電気・熱）が最終的に消費された場所での排出

量に計上される。【電気・熱配分後排出量（間接排出量）】 

 

３ 神戸製鉄所火力発電所（仮称）の温室効果ガス排出量 

神戸製鉄所火力発電所（仮称）の兵庫県内事業所分として算定される温室効果ガス

排出量は、発電所で物理的に排出されるエネルギー起源 CO2の全量【692 万 t】から、

消費側に供給する電気量に対応する CO2量【658 万 t】を控除した排出量である。つま

り、消費側に送り届けられずに発電所で自家消費される電力量に対応する CO2量【34

万 t】が計上される。 

 

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」より抜粋 

3.1.5 他人に供給した電気又は熱に伴う排出量の控除について 

エネルギー起源 CO2排出量は、3.1.1～3.1.3※を合算した量を報告しますが、他人に

電気又は熱を供給した場合、以下の式で算出される量を、エネルギー起源 CO2排出量

から控除する必要があります。自己託送を行った場合も、他人に電気を供給したもの

とみなします。（中略） 

 

(1)控除する量の算定方式 

CO2控除量（tCO2）＝ 電気販売量又は熱販売量（kWh, GJ） 

×単位販売量当たりの排出量（tCO2/kWh, tCO2/GJ） 

 

※ 3.1.1 燃料の使用 

3.1.2 他人から供給された電気の使用 

3.1.3 他人から供給された熱の使用 

 

資料４ 
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